
退去（退職，転居等）が決まったら 

 

 

 

 

 

 

（修繕確認のお願い）室内の修繕箇所の確認を終えて明渡完了となります。必ず明渡前に実施してください。 

 ・手 配：修繕業者は退去者で手配をお願いいたします。手配が難しい場合は大学側から紹介することもできます。 

 ・立会い：修繕確認は必ず，退去者，修繕業者，管理人の 3 者で行ってください。 

・連 絡：修繕業者が決まりましたら，管理人室（TEL:027-237-4010）と実施日時の調整をお願いいたします。 

 ～ 修繕確認は原則，全ての荷物を運び出し，清掃を終えてからとします。止むを得ず運び出し前に修繕確認する 

場合は，できる限り荷物を片付け，床や壁が見える状態で行ってください。～ 

退去の 10 日前までに， 

資産管理係に退去（明渡）日を連絡 

 

＜最終宿舎料の取り扱い＞ 

退去（明渡）月の給与から全額控除された後，退去（明渡）

日後に宿舎料（退去後の日割額）が計算され，退去（明渡）の

翌月以降に退去者の旅費口座に返還される。 

退去の理由は 

退職ですか？ 
No 
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退職日よりも 

後の退去ですか？ 

Yes 

No 

退職後 20 日以内の退去（明渡）ですか？ 

退職の 10 日前までに，資産管理係に退去（明渡）日を連絡 

Yes No 

速やか（遅くとも退職後 5 日以内）に 

資産管理係に明渡猶予申請書を提出 

（学長に明渡猶予承認を申請） 

退職後 20 日以内に退去（明渡）のうえ， 

退去（明渡）日に管理人に明渡届を提出 

 

＜最終宿舎料の取り扱い＞ 

 (Case1)退去月の初日に在職していた常勤職員 

⇒退去月の給与から全額控除された後，退去（明渡）日後 

の宿舎料（日割額）が計算され，旅費口座に返還される。 

(Case2)退去月の初日には既に退職していた常勤職員 

⇒明渡後に宿舎料（日割額）を確定させてから請求書を発行。 

退去者は請求書記載の支払期限日までに入金する。 

(Case3)非常勤職員 

⇒給与から全額控除された後，明渡日後の宿舎料（日割額）が 

計算され，旅費口座に返還される。 

 ただし，最終給与が宿舎料に満たない者や，旅費口座を 

持たない者は給与控除せず明渡後に請求書払いとする。 

退去（明渡）日に，管理人に明渡届を提出 

 

＜最終宿舎料の取り扱い＞ 

 左枠とほぼ同じ。ただし，明渡猶予期間の宿舎料は支

払期限が当月末日となる。そのため，請求書払いの者が

月末前の数日間に退去する場合，請求書の到着前に支払

期限がくるため，未納とならないよう注意が必要。 
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【例１】3 月 5 日に退職（雇用期間満了）し，3 月 28 日に退去（明渡）する職員（退職後 21 日目（3/26）以降に退去） 
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【例２】3 月 31 日に退職（雇用期間満了）し，4 月 15 日に退去（明渡）する常勤職員（退職後 20 日（～4/20）以内に退去） 
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